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国民健康保険の申請・届出について国民健康保険の申請・届出について
国民健康保険の申請や届出は、世帯主の義務です（※）。ただし、世帯主が手

続きができない場合は世帯主以外の人でも手続きができます。同一世帯の人
からの申請や届出の場合は委任状は省略できますが、別世帯の親族からの場
合は、申請や届出に必要なものと併せて、委任状と本人確認書類が必要です。
※�葬祭費支給申請および、人間ドック費用の助成申請については例外で、葬祭費の場合は
喪主、人間ドックの場合は受診者が申請者です。詳しくはP14、Ｐ28参照。

平成28年1月からのマイナンバー（個人番号）の利用開始に伴い、国民健康
保険の手続きの際、届出書や申請書にマイナンバーの記入と本人確認が必要
になりました。窓口での手続きでマイナンバーを記入していただく際は、他人
のなりすましなどを防ぐため、マイナンバーの確認と本人の確認をさせてい
ただきます。

なお、マイナンバー制度による情報連携の開始に伴い、健康保険資格喪失証
明書、雇用保険受給資格者証等の写しの添付を平成29年から原則不要として
います。しかし、情報が連携されるまでに一定の期間を要するなど、手続きが
円滑に行われない可能性があることから、当面の間は、写しの添付にご理解ご
協力のほど、よろしくお願いします。

国民健康保険の申請・届出に国民健康保険の申請・届出に
マイナンバーが必要ですマイナンバーが必要です

マイナンバーカードの健康保険証利用マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします

マイナンバーカードの保険証利用登録をすると、マイナンバーカードに 
よるオンライン資格確認により医療機関（薬局）にかかることができます。

医療機関（薬局）でマイナンバーカードを使用すると、資格確認以外にも 
患者本人の同意に基づき、過去の診療・薬の情報を医療関係者に共有するこ
とができたり、窓口での限度額以上の医療費の一時負担が不要となります。

●  マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカー
ドが手元にない人

●  マイナンバーカードを返納する予定の人
●   介助者などの第三者が要配慮者である被保険者本人に同行して、本人

の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診
が困難な人 など

マイナンバーカードを
取得する

マイナポータルで
保険証利用登録をする

医療機関（薬局）で保険証
として利用が可能です

ピッ!

氏名 ◯◯　◯◯◯
住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

個人番号
カード

性別　◯
00年00月00日

マイナンバーカード
もしくは健康保険証

マイナンバーカード
もしくは資格確認書

（健康保険証も
記載の期限到来までは使用可）
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氏 名
生 年 月 日
世帯主氏名
住 所

交付年月日

保険者番号

交 付 者 名

兵　庫　県
国民健康保険
被保険者証

川　　西　　市

性別

有 効 期 限
記 号 番 号

2 8 0 1 8 0

氏名 ◯◯　◯◯◯
住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

個人番号
カード

性別　◯
00年00月00日

資格確認書氏名 ◯◯　◯◯◯
住所 ◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

個人番号
カード

性別　◯
00年00月00日

資格確認書・マイナ保険証への移行について
　現在交付されている健康保険証は有効期限まで利用できます。保険証の有
効期限後は、資格確認書かマイナ保険証を医療機関や薬局に提示してください。 
保険証の有効期限までに、マイナンバーカードを取得していない人や、マイ
ナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない人には「資格確認書」を 
手続き不要で交付します。マイナ保険証の人には「資格情報のお知らせ」（※）
を交付します。
※�「資格情報のお知らせ」の交付は一度です。ただし、70歳以上の人には手続き不要で�
原則毎年7月に交付します。また、記載事項に変更がある人は手続き時に交付します。

申請による資格確認書の交付について
　マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしており、以下の理由などで
資格確認書が必要な人は申請が必要となりますので、国民健康保険課へお問
い合わせください。

世帯主または同一世帯の世帯員が申請や届出をする場合
下記の1と2で必要なものを1点ずつ持参してください。マイナンバーカー

ドがあれば1点でかまいません。また、世帯主又は同一世帯の世帯員が手続き
をする際は、対象者のマイナンバーが必要です。

1  マイナンバー確認書類　 マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住
民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点

2  本人確認書類　 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等、
官公署が発行した写真つきの証明書のうちいずれか1点

代理人が申請や届出をする場合
下記の1、2及び3で必要なものを1点ずつ持参してください。
1  代理権の確認書類  

法定代理人（※）の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理
人（法定代理人以外の代理人）の場合には委任状

2  代理人の本人確認書類  
代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等、官公署
が発行した写真つきの証明書のうちいずれか１点

3  世帯主のマイナンバー確認書類  
世帯主のマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載
事項証明書のうちいずれか１点

　※親権者（本人が未成年の場合）、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人など

マイナンバーがわからないとき
手続きをする市民のみなさまの負担軽減を図る観点から、国民健康保険課の職

員が確認しますので、マイナンバーに関する書類が無くても申請や届出をしてい
ただけます。




